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ォー ト11ッ クシステムを駿重 した

黎含玄倒翻I

(注2)

'オ
ートロックシステムどとは、

集合玄関の外俣lt各住戸との

関で通話可能なインターホン

と適動し、祭台玄鶴駆のf電気

錠」を解除することができる

ものないとヽ、第睡気錠,と は、階

髄番好、カードキーにより解

際される熊をいう。

出入うする人を強罐でをる位熱

藤,ど は薙を用霞したr盛大蜜

(注9)

「人の顔及び行動を明確 に識

男」で言る選度メ五の照聴 とは

10メ ー ドル先の人の顔、行動

が明,奮に臓招1で 言、誰である

か明確にわかる程度以上の照

震 (平均水平面驚展く床面叉感

地 爾におマする平均霜度をいう。〕

がおおむねる0ルクス以上 )を

(巌4)

'人
の顔及び行動を醗別てき

る程度以上の照度,tlま 、】0

メー トル先の人の顔、行動が

識別できる確震以上の策震 (平

均水平熊度がおおむね20ル
クス以■)を いう。

犯罪の防止に配慮した住宅の構造、設備等に関する基準

‐ 共同住宅

(1)共同司部分

/共 FB出 入til

(ア)共用玄関の配置

◎ 共斉」玄関は、適路等局圏からの見通しが確保された位観に配

避すること。

◎ 通路等から見通しが確保できない場合にtよ 、防犯カメラの設

置等見通しを檎完する対策を講じることめ

(イ )英周玄関扉

玄躊扉すよ、透爾月ガラス等を利用するなど扉の内外を相互に見通

せる構造とし、オートElッ クシステム(注 2)を 導入することが望

ましtヽ。

(ウ )共用玄関以外の共同出入国

◎ 共用玄関似外の共薦餞入回は、道路等周囲からの見通しが確

保された位誕に設観すること。

◎ 道路等から見通しが確保できない場合に
'ま

、防ぢ8カ メラの設

置等の見通しを続完する対策を実施すること。

◎ オートロツクシステムを導入する場合に,よ、共1鳳玄関以外の

共用出入園は、歳動施錠機能付き扉を設置すること。

(ェ)照臼月設備

◎ 共用玄関の照明設備は、人の顔及び行動を明確に識辣」できる

程度以上の照度 (注 3)を確保できる設備を設けること。

◎ 共用玄関以外の共耳l出入園の照Bチl設備にあっては、人の顔及

び行動を識月uで きる程度以上の照度(溝 4)を 確保できる設備を

設けること。

イ 管理人宝

(/〉 配 翻

賛理人室は、共用玄関、共用メールコーナー(宅配ボックスを含む。

以下同じ。)及びエレベーターホールを見通せる構造とし、又は

これらに近接した位置に配置すること。

〈イ)窓
管理人窒の窓は、共用玄関からの人の出入りが確認できるように、

位置、高さに酉E朦 して設露すること。

(ウ )モニターテレど

防犯カメラと運動するモニターテレビすよ、管理人が確認できる

位置に設置すること。
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通  則

コB目 鱒
この指針は、長崎県犯罪のない安全Ⅲ安心まちづくり条例 (平成17年長

崎県条例第50号 )第 17条第1項の規定に基づき、住宅について、犯罪の妨

止に配感した構造、設備等に関する基準等を定めることに志り、防あB性の

高tヽ住宅の普及を目的とする。

■ 1期 な考え労

(1)指針の対象
この指針は、新築(建て替えを含む)さ れる住宅及び改修される既存

の住宅を対象とする。

(2)位鸞づけ
この指針は、住宅(共同Iユ宅、一戸建て住宅及び長層建て住宅をしヽう。)

の建築事業者、所有者又は管理者等(以下「事業者等」という。)に対して、

企画、計画等をする際に配慮すべき事項等、犯罪をF力 止するための施設

の構造及び設備について参考となる基準等を示すものであり、何らか

の義務奄負わせ、又は規制を課すものではない。

(3)指針の適用
この指針は、建築基拳法等関係法令との関係、建築計画上の制約、管理

体制の整備状況、地域の実情等を配慮し適鳥するもとする。

口 防紀の基本原貫ll  l

住宅で発生するあ8罪 を防止するた妙、次の4点の基本原則から防犯性

の向上について検討し、住宅の計画、設計、改善及び整備を行うものとする。

(1)周囲か らの見通 しの確保 (監視性の確保 )

周囲から見通しを確保することによって、犯罪企図着(溝 1)が近づき

にくいJ乗境を確保する。

(2)層住着の共闇意識の向上 (領域性の強化 )

居住髯が嬬届意識を高め、コミュニティの形成を促進させることに

より、犯罪の連とりにくい領域を確保する。

(3)犯罪企図者の接近の防止(接輝の制御)

塀や門靡等を設置することにより犯罪企図者の侵入経甚寓を制御し、

犯罪企図者の犯行を物理的・心理的に断念させ、必B行の機会を減少させ

る。

(4)部材、設備等の強化 (被審対象の強化・懸囀∃避 )

必8罪企図者が住戸ぬへ侵入しようとする際、破壊できない、又は1むl壊

に時F口尋を要する窓や扉にすることにより犯衛を断念させ、被害をFロヨ選

(注 1)

嘘 罪企図書」とは、犯罪を行

おうとする著をいう。

住

・宅
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ウ 共用メールコーナー

(ア )配 置

○ 共用メールコーナーすよ、共用玄関、エレベーターホール叉十よ

管理人窯から覚通 しが確保された位繊に配題することぅ

O 見通 しが確保できない場合にすよ、防犯カメラの設灘等すこより

見通 しを補完する対策を講じることが望ましい。

(イ )照 明設備

共用メールヨーナーの照明設備↓よ、人の顔及び行動を日月確に

識別できる程度以上の照度く汗 3)が確保されていること。

工 鄭便受箱

ゆ 郵便受細は、施錠可能なものするとと。また、共声ヨ玄関にオー

ト田ックシステム (注 2)を 導入する場合にはべ壁製通型とする

ことが望ましい。

オ 転レベーター本―ル

(ア)菌E蕊
○ エレベーターホールlよ、英用玄関及び管理人密から見通しが

確保された位範に菌こ麓することっ

◎ 見通しが確保できない場合tこ tよ、防ぢ8ナJメ ラの設観等により

見通しを補完する対策を講じること。

(イ )照明設備

エレベーター本―ルの照日ゲ,設備tま 、人の顔及び行動を明確lt

識別できる程以上の照度(注 3)が確保されていること。

監虻通型挙
`使

受ね (取 出Eけ

寄

'時

照明で明るく

住

宅

(注9)

「人のか及び行動を明確に融

別できる程度以との紫llも とは、

10メ ー トル先″)人 の顔、行む_ナ

が明確に機月J!=、 護である

か明確にわかな程度以 上の照

皮 (平均氷平働簗度 (床面又イよ

'セ

面における平均ダム度をいう。)

ホ才,おむね50メ1′ クス収■,を

防ち9カ メラか漆躍されたエレ
ベーターホール

―
輩 _、  ゙i

尋

6

日

ノ,エ レベーター

(ア )扉
エレベーターのかむ及び昇降路の出入 Elの扉 tよ 、エレベータ

ー本一ルからかと内を見邁すことができる構造の窓奄設置す

ること。

(イ )照 明設備

エレベーターのかと内の照明設備すよ、人の顔及び行動奄明確

に識別できる程度以上の照度 (道 3〉 が確保されていること。

(ウ )非 常の場命の外部通報・連絡方法

非常の場合すとおいて、す鰤しボタン等によりかご内から外部に連

絡 し、又は外部の非常ベルを吹乳阜させる装置が設置されている

こと。

(■)防 犯カメラ

エレベーターのかむ殉には防あBカ メラを設置 し、管理人笙等

に導該防犯カメラと運動するモニターテレビが設置されるこ

とが望ましく、かと内の様子が確認できること。

キ 央用廊下`共用階段

(/)構造等

○ 共瀦廊下及び共用階段tよ、こレベーターホール等からの見通

しが確保され、死角を有しない潤B醜又は構造とし、共瀦廊下
'こすよ犯罪企図者が身を隠すことができるものを置かないように

すること。

O 共用廊下及び奥チエJ階段は、各住戸のバルコ霊―等に近接する

部分については、当該バルコ五一等に侵入しにくい構造とする

ことが望ましい。

O ttrl階段のうち、選内に設博されているものにつしヽてtよ 、各

階において階段室が共需廊下等lt常 時間放されたものとする

ことが望ましい。

O 共用階段のうち、屋外に設麓されるものすとついては、外部か

らの見通しが確保され、かつ、各住戸のパルJエー、窓への侵入

防止に配障した位置に設越し、又tよ必要な箇所に面格子やフエ

ンス等の侵入防止IⅢ の設備が設穏されていること。

(イ )驚ロナl設備

人の顔及び4」 動を識別できる程度以上の照度(注 4)を 確保で

きる設備を設けること

■とヵ守晉彗る

構造のなが設置された服

住

宅

典鳥鳥下から(「,見 適しが確保
されてヽヽる階段ど‐

(泌 )

「人の顔及び行動を耐男1で き
る裂慶

"ム

上の照皮,と ,よ 、10
メートル先の人の顔、そ1動 が

1ll別できる審度以上のOC度 (平

均水早照度がおおむね20ル
クス以上)を し`う.
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及び窓等、上方への足場とならない配麓又
`よ

構造とすること。

(イ )照明設備

自転章等職車場内tよ、人の行動を識別できる程度以上の照度

(注   6)が 役ヽ保されていること。

(ウ )盗芽註防と措置

自転章置場・オートバイ置場には、チェーン用バーラック(注

7)、   サイクルラック(注 3)の 設置等自転章又はオートバイの

'‐盗難  防止に有効な措置を語じたものとすること。

サ 通 路(道路に準ずるものを除く)

(ア)配 置

通路tよ、遵ユ昏、共薦玄関又は居室の窓等から見通しが確保さ

れた位置に酉じ置すること。

(イ )無明設備

通路の照明設備は、人の行動を識別できる程度峡上の照度(注

5)が確保されていること。

シ 児童遊園、広場又は緑地筆

(ア)配 置

児童遊園等tま、追路、共用玄関又lよ震窪の窓等から見通しが

確保された位置に配霞すること。

(イ )照明設備

児童遊園等の通路の照明設備は、人の行動を識別Iで きる程度

以上の照度(注 5)が確保されてしヽること。

(ウ )塀・4冊等

児重遊園等を1議 む、塀、欄又は壇等の位置、構造、高さ等は、周

囲からの死角の原因及び住戸等への侵入の足場とならないも

のとするとと。

(工)櫨 栽

◎ 植裁する場合は、周囲からの見通しの確保またIよぢB罪企図者

がその身体を隠すおそれのない状態とするために、樹種の選定

及び権栽の位置に配慮するとと。

◎ 植栽の下枝の剪定等を行い、繁りすぎ,こ より達路等周銀から

の見通しを妨げないように配超すること。

聡輸場に皆0霞 どれたHに
'こ

―ン

鍵で重綸を0占文

(鴻 7)
|チェーンナ掏パーラック」とlは、

盤輪鶴に爾定されている金属

製,'終 (バー)を いい、これを

自振華等をテューシ航て構ぷ

ことにより、自転華・オートバ

イ等の盗錢を防社することが

できる。

く盛8)

「サイクルラック」とは、アニ

ーン蒲バーシツクと同線の機

能を有するもので、1ム` こと

のスペースが窮確に区分され

てしヽるラックをいう。

J

6

「

ク 屋 上

(ア)出入園

◎ 屋上への出入Elに は扉を設置し、施錠可能な橙造とすることも

◎ 建築物の形態により、共用廊下等とバルコニー又すよ屋とが

近接している場合や、階下から階止へ、階止から階下への移

動が容易にできる場合等、各住′コヘ容易に侵入される恐れがあ

る場合
'ま

、柵の設置等による侵入防止信有効な搭麓を講じるこ

と。

ケ、自動車駐寧場

(ア)配 麓

◎ 屋外の自動車駐車場
`よ

、道路、共躍玄関又子よ居室の窓等から

見通しが確保された位置に配置すること。

◎ 屋内に配置する場合は、構造上支障がない限り局閣に開田部

を確保し、地下烙等の自動車感華場で道路等から見通しが確

保できない場合に,よ、防3Eカ メラの設置等により見通しを裕完

する対策を講じること。

◎ 自動車轟車場に屋オ良を設ける場合には、住戸のバルヨニと及

び窓等、上方への足場とならない位置又tよ構造とすること。

(イ )蕉幌設艤

縦車場内は、人の行動を識別できる程度以上の照度(注 5)が

確保されていること。

(ウ )門扉・シヤツターの設備

居復者以外の車両の,H蚤 入りを制限するため、オートバリカi
(注   6)等、施錠可能でかつ見通しが確保されたFヨ扉・シャッタ

ー等  を設置することが望ましい。

i君 除転草等職車場

(ア)函已 置

◎ 農外の自転章等駐車場は、道路、共用玄闘又
'ま

居室の窓等か

ら見通しが確保された位置に箇書薔置すること。

◎ 自転蒙等駐車場を屋内に配麓する場合は、構造と支障がない

限り周1避 に開田部を確保し、道路等から見通しが確保できな

い場合には、防ぢBカ メラの設爾等の見通しを禰完する対策を講

じること。

③ 自転車等駐車場に屋根を設ける場合には、住戸のパルコ五一

(注う)

=人 の行重ユをg購府1で きる構度

以上の照度」とは、4メ ートル

先の人の挙動、委勢等が戯掲」

でなる権震区上の策慶(平均

永平箇籐魔がおお寸,｀ ね8ルク

ス以上)を いう。

磁 6)

「オート′くリカー,と は、リモ

コンにより盛章鶴H入自に殿
―
1選 したテェーシ需つく上下に作

動し、優入助▼止を隠る載擦を

いう。

程

宅
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爾

ス 防あ已カメラ

(ア河 霞等

◎防犯カメラを設置する場合にtよ、見通しの補完、犯罪企図者の犯

意の抑制等の観点から有効な位観、台数を検討し邁切に配鯉する

こと。

◎防犯ノ,メ ラを設置する部分の照爾月設備は、照度の確保すこ関する規

定のある各】貝国に綺げるもののほか、当該防犯カメラが有効に機

能するために必要となる照度を確保したものとするとともに、記

録装置を設置することがτ"ま ししヽ。

(イ )プライバシーの保護

防犯カメラを設置する場合に,よ、個人のプライバシーの保護等に配

慮し、防犯カメラの設置及び利用並びすこ記録の取り扱い,こ F六司し適切

な措置奄講ずるものとすること。

セ ゴミ置場

(ア)配 霞

◎ゴミ爾場すよ、道路等局閣から見通しが確保され、火災発生の際に

住棟等への影響がない位産に配置すること。

◎ゴミ置場は、他の部分と塀、施錠可能な扉で盛画するとともに、照

明設備を設置したものとすることが望ましい。

ソ その他

(ア)塀、14J等

○外部と致地を明確にし、ちE罪企図者の侯入の子rp止効果を上げるた

め、塀、柵等が設置されてもヽることが望ましい。

◎
'癖

、柵又は垣等の位置、構造、高さ等 lよ、周囲からの死角の原因及

び住戸等への侵入の足場とならないものとすること。

(イ )配管・雨どい等

配管、雨どい等は、上階への足掛かりにならないよう配慮されてい

ること。

(ウ )屋外機器等

屋外に設置する機器等 l(~つ いてtよ 、止階への足場とならないように

適切な場所に配置すること。

臓国からの見通 しか饉屎されてい

(    繊亀J)

住
　
宅

密闘からのμ瀬しが縦僚され露朔
設備 斃賓珂歳な刃:が景,け られた0

9

旧 口

(2)専用部分

ア 配 越

(ア)配 置

住戸の玄関|よ、廊下、階段等からの見通しが確保された位報将・に設置

すること。

(イ )プライバシーの保護

扉,よ、破壊が困難な材質とすること。

防,4績線のヽ′スl"
("'(1,つ

1碑ノ(イ ルが夕l′ 伸び、
"'ユ

取れの勲!」

'を

搬す,

(ウ )扉の構造

◎ガードプレ仲卜(溝 9)の 設置等、こじ開け防止に有効な措薩を講

じること。なお`、ガードプレートほドア全体 (上 から下まで)を隠

すものが望ましい。

③郵便受園を取り付けている扉すよ、部l吏受国から室内の様子が見え

なしヽように、内蓋を取り付け、サムターン(洋 10)等の解錠袋織ま

で挙や針金が届かない取付け位置とすること。

◎扉に明かり取リガラスを設置する場合すよ、破壊が困難なガラス(注

11)等を使用し、万…破
'表

された場合においても、サムターン(注

10)等の解錠装観まで手が届かない位置に設置すること。

鍋要愛rlt麓内憚l,佐ヨ,り付けた受け
ね(内筆l

(浅9)

'ガ
ードツレート」とは、鋭の

デットボルト(かんぬき〉部分

が見えなしヽように、駆と騨粋
との瞭圏を希醸0た めのカノミー

をいう。

_Fa
↓

明
か
り
叡
り
の
ガ
ラ
ス

(遊 iO)

「サムターン」とは、研内側(軍

内側)め施解館操作をするた

めの,まみ。

(注 11)

踊閣謗錮織な方ラス」とは、「防

Je性能つ)轟 い鸞物部品の開発

管及に関する曾良合同会議」
による防J口性能試験に合格し
た、「防理性能の縛い韓秘部品

国樹R,確 鶴鋤されたガラスを
いう。例えば、防ぢ口合わせガラ
スがあメひ。

工
亜

割

０
∞

住

宅
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イ インターホン

(/)外 ,ミ lと の通話等

住戸玄関の外lttlと のP,ヨ の通話及び映像を映し出せる機能を

有すること。

(イ )管理人蜜等との通話

管工理人室を設置する場合には、住芦内とμ民理入室とのFs昂 で通

話が可能な機能を有するものとす′oこ とが望ましい。

(ウ )電気錠

儀戸内と共齊ヨ玄関の外側との間で、通話が可能な機能を密す

るオートロックシステムとすることが需ましい。

ウ 窓

(ア)共用廊下に麓1す る窓

央用廊下に面する往戸の窓(侵入される恐れのない小窓及び

避難を考慮する必要がある窓を除く。)及び 1階に存する往戸

の窓のうちバルヨエー等に[査 する窓以外の窓すよ、面格子が設置

される等外部からの侵入の防止措置が譜じられていること。

(イ )バルコ五一等に画する窓

◎ 窓ガラスは避難等に支障がない限り彼壌が困
^占

撃なガラス(注

11)を 使用すること。

◎ 窓すよ、鍵付きクレセント錠又,よ補助錠の設雨等侵入防止に有

効な措避を講じたものとすること。

エ バル「重二―

(ア〉 西B 麗

バルコニーtま、縦どい、階段の手すり等を足場として侵入が

できない位置に配置すること。やt,｀ を得ず縦どい、手すり等が

バルコニーに近接する場合には、面格子の設観等バルコ垂…ヘ

の侵入の防止に有効な捨置を講ずるものとする。

(イ )手すり等

バル
=雲

ニーの手すり・腰壁tよ、身を隠せないように道路等か

らの見通しが確保された構造とすること。

筆
ＬＴ
鳩
キ
一拌

住

宅

笑用al`t面 した要高態の蘭格子

(遊 iめ

鞠機が醸 ガラス,と は,f防

捷機能9)高 い建物部占藤の糀斃

普,驚 に関する奮民合 Fp樹 会騨け1こ

よる防犯性能蕨壌に合格した、
「防犯性能の蕊い経物部辞E日録J

に掲観されたガラスないう。例

えは 防犯合わせガラスがある。

10

/

(■)錠
O ワンドンツーロックにすること。

◎ 住戸の玄関扉の錠は、破壊及びピッキング(注 12)等 による

解錠が鴎難な構造(注 13)と すること。

◎ 上記構造を有することが困難な場合は、ピッキング、サムタ

ーン回しく注14)等 による解錠奄困難にする措置 (サ ムターン

爾し対策として、サムターンカバーを装着することが挙げられ

る。)が講じられていること。

(オ)ドアスコープ・ドアガード

◎ 玄関扉lt tよ、外部の見通しが確保されたドアスコィプ(注 15)

を設置すること。

◎ 錠の機能を補完する設備としてドアガード(淋 16)を 設置し

た構造とすること。

(注 12)

「ピッ■ンクJと lよ、熊前のシ

リンダー(カ ギ六周辺の目,I群 )

部分に特殊な工具等を盛じ′、

おフで解錠する住宅への侵入子
口をいう。

(浅10
r様壊及びどッキング等によ

る慰早錠が康贈な鵜進,と は、「防

花性能の高しヽ建物部品の開発,

普及に関する4・ 員合同会議ど

による防
'し

性能試験に合格ッ

た、「防犯域能の秘い建物郎畠

目avl,に 鶴競された龍、シリン

ター及びサムターンをいう。

(滋 4ヽ1
fサ ムターン回し」とは、カギ

をイ羮用せす、扉に取り付けて

ある邸便資を較」艇して手を入

れるやり方、あるい欲ドアス

コープやドンノンを取り外t′

たり、藤と,服枠との際協から

針金や特殊な工異筆を押入す

るやり方等で、サムターンを

回して解錠するl鑑宅への優入

華観をいう。

(注 15)

「ドアスコ…フ」とは、罪を謗

lナずに室内から筋 r,む客を確認

でき外首Iの様子を見通すとと

が可能な ,ノ」犯癖の広角レンズ

をいう。ただし、外から簡単に

外されないるのを取り村ける

ことが必要である。

(注 ]6)

「ド′ガー ド」とは、室内から

群を像かにあけて、来跡者を

確認すると音に使用する防ぢじ

金員をいう。同 じ機能の金艮

で1ド アテェーン」があるが

これは■具で切断されるおそ

れがある。

‖

(力 )照明設備

玄関の賤入囲付近の照明設備は、人の顔及び行動を欄月確に識

房」できる程度以上の照度く滋3)が確保されていること。

(浅 17)

'セ
ンサーライ ト」とは、夜鋤

において大の動き等を感知し

て蕉増するライ ト.

住
　
宅
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□ ―戸建て住宅

(1)玄 P乗 扉

ア 配 麗

玄関は、道路等からの見通しが確保された位置に設置すること。

イ 扉の材質

扉は、破壊が囲更すな材質とすること。

ウ 扉の構造

◎ ガードプレート(注 9)の設置等、こじ開けドカとに有効な措置を

請じること。なお、ガードプレートはドア全体 (上 から下まで)を隠

すものあヾ撃ましい。

◎ 郵使受Elを取り付けている扉tよ 、郵1賞!受 爾から室内の様子がッ欝し

えないように、肉蓋を取り付け、サムターン(滋 ]0)等 の解錠装置

まで手や針金が届かない取り付け位置とすること。

○ 扉に明かり取リガラスを設置する場合は、破壊が困難なガラス

く注11)等を使用し、万一破壊された場合においても、サムターン

(注 10)等の解錠装置まで手が届かない位置に設置すること。

防と941'■様の玄

"麟

′Ⅲ

(解

'′

桝l“lパ ネルが夕し伸つk経 工藤粋φ隙れ」を鱚す)

ν

(濯9,

「ガードアウ…卜」とは、策の

ヂッドボルト(かんぬき)部分

が見えないように、藤と醇枠
との隙間を縣すためのカバー

(注

'の「サムターン」とは、靡内側 (室

内碑)の施解錠操作をするた

めの‐
1)ま み。

(注 l')

鰤 着オ
`ド

ガ身ス」とは、防
犯性能の高い建物諄品の静爾発・

磐及に錮する冒民谷同会駒
による筋施性能試験に合格し

た、f防犯性能の議い建物百〔晶

目録工こ鵡載されたガラスを
しヽう。例え賦 防犯合わせガラ

スがある。

付けた受け

◆

明
か
り

，
つ
の
ガ

，
ノ

Ｌ
Ｆ

Ｉ

こ 9 ,

は輝
一　
１
〓

＝

・
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陶

五 策

◎

◎

ワンドア'ツ ー国ックl_すること。

玄関扉の錠は、破壊チ」kび ピッキング(注 12)等
'こ

よる解錠が困妻佳

な構造 (法 13)と すること。

上記構造を有することが困難な場合,よ、ビッキング、サムターン

回し(注 14)等による解錠を困美監にする措置(サムターン国し対策

として、サムターンカパーを装着することが挙げられる。)が講じ

られていること。

(遠 F2)
.ビ ツ■ング」をは、鑢前のシ

リンダー(カ ギ穴周辺め椰簡)

郎介に特殊な工え等を差し込
んで解館する儀宅への優入手
口をいう。

(滋 13)
1鞍燦及びビッ■ンク等によ

る解Vt力鐵難な構造」とは、「防

犯性能¢高い建物部品
`ゆ

翻発

普及に関する奮民合同会醗」
による防確性能試験に合格し

た、r防塑性能の高い建物部品

目韓」に掘競どれた鑢、シリン

ター及びサムターンをいう。

(滋 14)
|テムターン自し」とは、カギ

を使用せす、好程に聴Rり 付けて

ある勇子‖要1鷲 を破壊して手を入
れるやり方、あるいはドアス
コープやドアンアを取り外し
たり、房整と騨枠との瞭瞬から
室ィ金や特殊な重具等を挿入す

るやり方等で、サムターンを

回して,■1宝する住宅への智,入

手口をいう。

(滋 ]5)
|ド アスコーフ」とは、縛を開
けずに霊ハから訪闘害を確露

で憲外部の襟子を見通すこと

が可能な防祀角の広角
'シ

ズ

をいう。ただし、外から簡単に

外されなしヽこのを取り付ける

ことが必要である。

(滅 ,C)
|ド アガード」とは,自 由から

課を饉かにあけて、来訪者を

確認するときに使用する防IP,

金興をいう.働 じ機能の金員
で「ド′チェーン」があるが、
これは■具で切断されるOSそ

れがある。

◎

オ ドアスコープ・ドアカバー

◎ 玄関扉,こ は、外部の見通しが確保されたドィスコープ(注 15)を

設置すること。

◎ 錠の機能を補完する設備としてドアカバーを設置した構造とす

ること。

力 照日)3設備

◎ 玄関の出入日付近の照明設備は、人の顔及び行動を明確すと識別

できる程度以上の照度(溝 3)が確保されていること。

◎ 夜間における不ヽ審者の威嚇や帰宅時
'こ

倒囲を確認できるよう、

センサーライト(浅 17)を 設置することが望ましい。

(浅 17)
rセ ンサーライ トJと は、夜聞

において人の頭なき鱚を感無じ

て点灯するライ ト.

・換

・宅
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(4)窓
ア 窓

窓(倶 入される恐れのない小窓及び通難を考慮する必要がある窓

を除く)の うちパルコ五一、庭等に面するもの以外のものには、面終

子が設置される等外部からの侵入の防止措雹はが誇じられていること。
課

”
い陽■オラス

(注も)

r′、の行動を識第1で きる程度

以上の照震Jと は、4メ ー トル

先の人の筆動、姿勢等が鸞掲,

できる程 ,鷲以上の緊度 (平均

水平菌黙震がお盗むね3ル ク

ス以上)を いう。

(滅6)

「オー トパ リカー」とlよ 、リモ

コンにより建車場出入麟に鍛

置したチェーン等が上下に作

動 し、1野八防止を図る設備を

イ バルコエー、庭等に面する窓

◎ 窓ガラスは避難等に支障がない限り破壊が因

難なガラス(注 H)等を使用すること。

◎ 窓は、鍵付きクレセント錠又tよ†韓助窃守の設置

等侵入防止に有効な措置を講じたものとすること。

(5)パルコ五一

ア 配 置

艶 ■
|

慕
韓勧館

OIFを 悟くする
バルコニーは、塀、奪庫 '物置の屋根、縦どい、庭木等を足場として

侵入ができなしヽ位露に配置すること。やむを得ず塀、車庫・物置の屋

根、縦どい、庭本等がバルヨニーに接近する場合には、バルコエーヘ

の侵入の防止に有効な措翻を講するものとすること。

イ 手す,等

バル調ニーの手すり・腰盤tよ、身を無せないように道路等からの見

通しが確保された構造とすること。

(6)駐蒙場

ア 配 麗

◎ 駐車場は、道路又ケま居室の窓等周騒|か ら見通しが確保さ

れた位越に配麗すること。

◎ 駐車場に屋根を設ける場合には、バルコ五一及び窓等、

上方への足場とならない構造とすること。

イ 照明設備

◎ 人の行動を識BUで きる程度以上の照度(注 Fう )が確保されていること。

◎ 夜間におけるとB罪企図者の威聯のため、センサーライト(注 17)を

設置することが望ましい。

ウ F弓 靡 ,シ ヤツターの設備

磨住着以外の車両の出入りを制限するため、オー トバリカー (注 6)

等、施錠可能なF弓扉・シャツター等を設置することが望ましい。

」

14

r

(2)イ ンター本ン

ア 外釈いとの通話等

玄闘の外側との間の通話機能を有すること。

なお、玄関の外側を映し出せる機能を鳴したものが望ましい。

(3)勝手国虜F

ア 霞P_麓

勝手回は、道路等からの見通しが確保された位置に設置すること。

イ 扉の材質

玄関扉と比較して防犯性能が劣ることのない、破壊が困難な材質

とすること。

ウ 扉の構造

◎ ガードプレード(注 9)の設置等、こじ開け防止に有効な措観を議

じること。

なお、ガードプレートはドア全体 (止から下まで)を隠すものが蜜

ましい。

◎ 扉に露チ|か り取リガラスを設置する場合は、破壊が困難なガラス(注

→1)等を使用し、万―破嬢された場合においても、サムターン(注 iO)

等の解錠渋わ葡まで手が届かない位爾に設置すること。

五 錠

◎ ワンドア・ツーロックにすること。

◎ 勝手口扉の錠
'よ

、破壌及びピツキング等による解錠が蔭難な構造

(注 R3)と すること。

◎ 上記構造を有することが困難な場合は、ピッキング(注 12)、 サム

ターン回し(溝 14)等による解錠を因葵障にする捨鯉(サムターン
「

口lし

対策として、サムターンカバーを装着することが挙げられる。)が ,驚

じられていること。

オ 照明設備

夜 F口蜀における不審者の威嚇のため、センサーライト(湛 ‖イ)を設置

することが望ましい。

離
岬(巌9)

fガ ードプレートJと は、数 ,〉

テッドボルト(かんぬ言)部分

が見えないように、層置と靡ⅢⅢ

をの瞭開を隠すためのカプヽ一

をいう。

(濃 10)

「
'ム

ターン0と は、靡内側(室

ぬ側)の施解守r操作塩するた

めのつまみ。

(滅 11)

蜘醒節噛確なガラスJとは 勅

理性能の高い建物部品の開発

普及に関する奮員会Fっョ会艤

による防哲E機能試醸に合格し

た、「防とe性能の種,い建物部品

自録J掟 鶴載ど1'フ たガラスを
いう。例えlよ、防犯会わせガ,
スがある。

(滋 12,

「ピッキンク」とlS、 錠前のシ

リンダー(カ ギ穴周辺の何齢

部分に特殊な工具等を差し込

んで解無する住宅への機入手

口ェ́いう。

(注 19)

「披壊汲びビッキンク等によ

る解餞が困難な構速」とは、=防
ぢP,機能の高い建物部品つ

'電

発

曽及に関する富民台同会腺1

による防犯性能観験に合格し

た、「傍鵜性能の機,い穏:初畜1'品

目象とに鵜敏きれた銀 シリン

タ■及びサムターンをいう。

(濃10
「サムターン自し」とは、カギ

を使舞せず、癖に取り付けて

ある郵便受を破壊して手を入

れるやり方、あるいはドアス

コープや ドアノプを取 り外し

たり、騨と駆枠との験闘から

鎌金や特殊な五臭等を揮入す

るや

'方
癖で、クムターンを

“

節コして解歳する住宅への優入

手ロナζぃぅ。

(浅 17)

「センサ=ラ イ トJと は、夜麿|

盛おいて人の策,著箪を感嫌し

て点灯するライ ド。

位

宅
・
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(7)庭
/ 植 栽

植栽する場合すよ、玄関、窓、勝手国が死角とならないように適切
`こ配麗し、下枝の剪定等を行い、道路等周函lか らの見通しを阻害しない

ように配置すること。

イ 花 壌

花壇を設置する場合は、道路等局閣から見通せる位煙に設置する

ことが望ましい。

つ雑彰客なくする

T,■・

(8)物置等

ア 配 憲

○ 物置
`よ

、犯罪企図者が身を隠せないように、道路等周囲か

ら見通しが確保された位置に配置すること。

◎ 物騒等の屋外付華施設は、住宅の侵入の足場とならない

ようにすること。

◎ 修題内の大工道具や脚立等が家の侵入月ヨ具に利用されな

いよう、宙fを設置することが望ましい。

住

宅

(9)その他

ア 塀、テ租等

◎ 外部と敷地を明確にし、犯罪企図者の侵入の抑止効果を上げるた

め、塀、軒隠等が設置されていることが望ましい。

○ 塀、ll冊又は
'日

は、道路等周囲からの死角にならないようlこするとと

も,こ、2階への足場とならない構造とすること。

⑤ 塀、柵又は垣は、乗り越え又はすり抜けが困難な形態・高さとする

ことが望ましい。

i)滝摯物を観かない

イ 酉B管・雨どもヽ等

配管、雨どい等すよ、上階への足掛かりにならないよう配慮

されていること。

ウ 屋外機器等

屋外に設麓する機器等については、上階への足場となら

ないように適切な場所に配置すること。

,7

鍮

Щ 犯罪防止年配慮した生活習1賞            ィ

(1)設置物、設備等の整備及び維持管理

/ 防犯設備の点検墓備

◎ 共間住宅             ・

オート伽ックシステム(注 2)、 インター本ン、防ぢ9カ メラ(モ ニタ

ー、録画装置等を含む。)、 防犯灯等の防犯設備の適正作動につもヽて定

夕t骨的に点検整備すること。

○ 一ナ当建て住宅

センサーライト(減 ]7)が適とに作動しているかについて定期的

に点検すること。

(巌2)

rォ _ト ロックシステムJと は、

集合玄翼の外側と各儀声と〈「フ
「閣で通騒可能なインターホン

と運動し、集合玄爵厨営の「電気

ものをいい、「電気策」とは、踏
観l書好、カードキiに より解

l宗される館オこいう。

イ 死角となる物の除_■

◎ 共同住宅

共用廊下、共用玄関等に1夕l麓、ロッカー等が置かれていることによ

り、死角となるt点1所が発生している場合には、これらの物を除去し見

通しを確保すること。

(浅 17)

「センサーライ ト」をは、政問

において人の動き簿を感知し

て点灯するライト。

‘一

，


